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１．はじめに 

今年度は、3 年毎に見直される報酬改定に対応する年度となった。昨年度は改正社

会福祉法が施行されるなど、変動する福祉情勢に適合する法人運営が求められている。 

この度の報酬改定は 0.47％増となった。障害者の重度化・高齢化への対応、医療的

ケア児者への対応などを評価するものであった。 

重度障害者への支援を可能にするグループホーム類型の創設、地域生活支援拠点等

の機能強化や共生型サービス、医療的ケア児者に対する支援の充実等当法人に関係す

る改定内容である。 

今年度は、これらの改定内容に注力しながら法人運営に努め、利用者ニーズに応え

る支援及び事業計画を実践していく。また引き続き組織的な運営を目指し、人材育成

及び支援の質の向上に努めていく。 

◎ 重点課題  

法人全体としての取組み 

・法人内事業所間連携の強化  

人材確保・人材育成、防災対策等に努める。 

◎ 各事業所の取組み 

・「デイセンターさくら草」「デイセンターアトム」「デイセンターいぶき」（生活介護） 

職員異動による運営強化、人材育成に努める。新任研修に続き、全員を対象に沿革

を学ぶ基礎研修を実施したので、今年度は中堅職員研修、リーダー研修を行う。  

・「キッズさくら草」（放課後等デイサービス 重度心身障がい者対象） 

デイセンターさくら草内に移転し医療的ケアを主に支援するふたば班と連携し、専

門性の強化と人材育成に努める。 

機能訓練担当の充足に努め支援体制の充実を図る。 

・「サポートさくら草」「サポートゆず」「アシストさくら草」（居宅介護・移動支援等）

職員、ヘルパーの人材難が大きな課題である。多様な利用者ニーズに応えるため人

材確保に努める。 

・共同生活援助（グループホーム）  

新たに 4人の住居を開設した。「クローバーハウス」の支援体制の充実に努める。新

たに採用した職員の育成に努め、安心して暮らせる住環境を整えていく。 

短期入所の受け入れを増やし運営面での強化を図る。 

・「南区障害者生活支援センターあみ～ご」 

相談支援事業所あんずと統合し、一般相談から法人内事業所の計画相談、虐待等の

権利擁護等多岐にわたる相談が増えているが丁寧な支援に心がけ対応していく。

法人の理念「どんなに重い障がいがあっても地域で自分らしく暮らせるように支

援」する。今年度も事業所連携を深め法人の運営体制を強化していく。 



２．部門一覧 

（１）法人事務局 

事業所名 法人事務局 

所在地 埼玉県さいたま市南区大字太田窪字前 3501 番２ 

電話番号 048-813-7426 

ＦＡＸ番号 048-886-6301 

職員数 法人事務局管理規程に定める 

（２）デイセンターさくら草 

事業所名 デイセンターさくら草 

所在地 埼玉県さいたま市南区大字太田窪字前 3501 番２ 

電話番号 048-813-7426 

ＦＡＸ番号 048-886-6301 

事業名 生活介護 

職員数 デイセンターさくら草管理規程に定める 

事業所名 キッズさくら草 

所在地 埼玉県さいたま市南区大字太田窪字前 3501 番２ 

電話番号 048-813-7426 

ＦＡＸ番号 048-886-6301 

事業名 放課後等デイサービス（多機能型） 

職員数 キッズさくら草管理規程に定める 

（３）デイセンターアトム 

事業所名 アトム(主たる事業所) 

所在地 さいたま市南区大字太田窪字前 3505 番 8 

電話番号 048-811-2525 

ＦＡＸ番号 048-883-3456 

事業名 生活介護 

職員数 デイセンターアトム管理規程に定める 

事業所名 コスモス(従たる事業所) 

電話番号 048-883-7795 

ＦＡＸ番号 048-883-7797 

事業名 生活介護 

職員数 デイセンターアトム草管理規程に定める 

(４)デイセンターいぶき 

事業所名 デイセンターいぶき 

所在地 埼玉県川口市大字東本郷 1259 番 3 



電話番号 048-497-2317   

ＦＡＸ番号 048－497－2219 

事業名 生活介護 

職員数 デイセンターいぶき管理規程に定める 

（５）サポートさくら草 

事業所名 サポートさくら草 

所在地  埼玉県さいたま市浦和区本太３丁目 32番 16 号 

No.１グリーンハウス 

電話番号 048-885-9155 

ＦＡＸ番号 048-885-9155 

事業名 障害福祉サービス事業、移動支援事業、さいたま市

障害児（者）生活サポート事業、福祉有償運送事業

職員数 サポートさくら草管理規程に定める 

（６）サポートゆず 

事業所名 サポートゆず 

所在地 埼玉県さいたま市緑区東浦和一丁目８番地 12 

サンコート東浦和１階 

電話番号 048-875-3536 

ＦＡＸ番号 048-875-3536 

事業名 障害福祉サービス事業、移動支援事業、さいたま市

障害児（者）生活サポート事業、福祉有償運送事業

職員数 サポートゆず管理規程に定める 

（７）アシストさくら草 

事業所名 アシストさくら草 

所在地  埼玉県さいたま市南区大字太田窪字前 3501 番２ 

電話番号 048-813-7426 

ＦＡＸ番号 048-886-6301 

事業名 障害福祉サービス事業、移動支援事業、さいたま市

障害児（者）生活サポート事業、福祉有償運送事業

職員数 アシストさくら草管理規程に定める 

（８）障がい者生活支援センターあみ～ご 

事業所名 南区障害者生活支援センターあみ～ご 

所在地 埼玉県さいたま市南区白幡５丁目 11 番 16 号 

電話番号 048-866-5098 

ＦＡＸ番号 048-866-5128 



事業名 相談支援事業（南区障害者生活支援センター） 

職員数 障がい者生活支援センターあみ～ご管理規程に定

める 

（９）さくら草グループホーム 

住居名 てんハウスぐりん 

所在地 埼玉県さいたま市浦和区本太３丁目 17番 12 号 

電話番号 048-615-0480 

ＦＡＸ番号 048-884-5277 

事業名 共同生活援助事業 

職員数 さくら草グループホーム管理規程に定める 

事業所名 てんハウスぐりん 

所在地 埼玉県さいたま市浦和区本太３丁目 17番 12 号 

電話番号 048-615-0480 

ＦＡＸ番号 048-884-5277 

事業名 短期入所事業 

職員数 てんハウスぐりん管理規程に定める 

住居名 クローバーハウス 

所在地 埼玉県さいたま市南区内谷５丁目 3番 11 号 

電話番号 048-861-3299 

ＦＡＸ番号 048-862-0076 

事業名 共同生活援助事業 

職員数 さくら草グループホーム管理規程に定める 



社会福祉法人さくら草 

法人事務局 

平成 30年度事業計画 

（１）運営方針 

 法人事務局は、法人の業務を決定する理事会及び評議員会の運営と、その決定に基づく

各種計画の策定、人事・財務等の管理事務を効率的かつ適切に処理するとともに、監事の

行う監査事務を円滑に処理する。 

各事業が円滑に運営されるよう事業所内及び事業所間の連携体制の充実に努める。 

運営方針の共有に努め、運営の健全性を保ち、運営基盤づくりに努める。 

 法人の理念である「どんな重い障害があっても地域で自分らしく暮らせるよう」総合的

な福祉サービスの整備に努める。 

（２）運営の具体策 

  ア 理事会及び評議員会 

  （ア）法人の事業計画、予算及び経営方針の決定等を行うため、理事会及び評議員会

を開催する。 

  （イ）業務の執行状況及び会計処理の適正を期するため、監事監査を実施する。 

  イ 本年度事業の取り組み 

（ア） 人材確保、育成に努める。 

（イ） 防災対策に努める。 

（ウ） 見直された障害福祉サービス等報酬改定への適合化を検討する。 

（エ） 新規事業を検討する。 

（オ） 責務となった地域公益的取組について取り組んでいく。 



社会福祉法人さくら草

デイセンターさくら草 

平成 30年度事業計画 

１． 事業の概要 

   事業の種類 多機能型事業所（生活介護、放課後等デイサービス） 

   事業所名称 デイセンターさくら草 

   定員     生活介護 40 名  （現員 ふたば班 21 名 あんくじ班 25 名） 

事業所名称 キッズさくら草 

定員   放課後等デイサービス 5 名 （現員 16 名） 

２． 事業方針 

（生活介護）

（１）生活介護事業として重度障がい者を対象に、日中活動を中心に地域生活を支援していく。 

障害者総合支援法のもと、利用者ニーズに対応した支援計画に基づき、健康への配慮、 

軽作業や生きがい活動等きめ細かな支援を行うともに、利用者･家族･関係機関と連携し、

安全で質の高い福祉サービスの提供に努める。

（放課後等デイサービス）

児童福祉法に基づき重症心身障害児を対象に、放課後等に生活能力の向上の為に必要

な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を、家族・関係機関と連携し、適切な

療育提供に努める。

（２）研修等により職員の資質向上に努める。 

３．事業目標

（１）地域において安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方を対象に、食

事・排泄等の介護や日常生活上の支援を提供し、併せて軽作業等の生産活動や創作活

動の機会を提供する。これらを通じて、身体能力、日常生活能力の維持・向上を目指

す。

（２）医療的ケアを要する利用者への支援体制を整えるため、介護職員による痰の吸引等

の研修(不特定・特定)を受講させより安全な日常生活の充実に努める。 

（３）自傷他傷等行動障害をもつ利用者に対して、関係機関や臨床心理士等の専門家、研

修の受講、本人家族を交えたケース検討等を行い支援の充実に努める。

（４）ヒヤリハット報告を職員間で共有するなど危機管理に務め、怪我・事故を未然に防

ぐ様にする。

４．事業内容 

（１）活動方針

利用者１人ひとりの意思及び人格を尊重し、個々の地域生活ニーズを考慮した個別支援計

画のもと、充実した日中活動を支援する。 

重度の知的障がい者、心身障がい者に、安全な環境と障がいの軽減を図る質の高い支援



提供によって健康の維持と機能の向上に努め、生きがい活動や軽作業など日中活動への

主体的な取り組みを支援する。  

今年度の生活介護事業所の利用者数は４6 人である。日中活動や仲間同士の交流活動等

の充実に努める。 

「ふたば班」は、主に重度心身障がいのある利用者が、個々の健康、体力、身体機能を

考慮しながら健康プログラムを行う。

「あんくじ班」では、アトリエ、資源回収などの作業を中心に行いながら、健康管理に留意し、

仲間との生活から社会性を養い、地域との交流を深める活動を行う。  

（放課後等デイサービス）

活動拠点が変わり、職員の体制も大きく変わるので安定した支援が出来る様に努める。 

キッズさくら草では、看護師のもと医療的ケアや体調管理に配慮し、個々の状態に

合わせＰＴ等の訓練を行う機会を設ける。静的弛緩誘導法を中心に健康プログラム

の機会を設けていく。また、音楽、創作、レクなど本人の楽しみとなる活動を通し仲

間との交流に繋げていく。併せて生活能力の向上、地域との交流を図る。 

（２）支援内容

 ① 健康管理と医療的ケアの充実並びに障害への配慮 

・ 看護師による健康管理。健康状態の把握に努める。 

利用者の家族・主治医・保健師との連携を密にとり、障がいの進行・疾病の予防に努める 

・医療的ケアを看護師、職員が連携し適切に行う。 

・健康診断（年 1 回）  ・歯科検診（往診や通院支援により各自）

・嘱託医相談（年２回） ・インフルエンザ予防接種（年１回）

・必要に応じて通院支援

・医療機関との連携  

・静的弛緩誘導法を中心とした個々にあった健康プログラムを行い、生活に活かせる身体をつ

くる。 毎月の静的弛緩誘導法訓練会に参加し、職員で共有し利用者支援を深める。

・機能訓練に関しては医療機関と連携しながら理学療法士、看護師、職員を中心に本人

の持っている機能を活かし、より充実した生活が送れる様に支援を進めていく。

② 軽作業等の生産活動や創作的活動の機会の提供

・各自の体調や作業内容等に合わせ軽作業に取り組む。

･作業種は、陶芸、紙すき、資源回収（空き缶、新聞紙、段ボール）、石鹸作業、創作、誕生日

カード製作、広報誌封入等を行う。 

・商品の開発、販売、営業にも力を入れていく。 

・創作活動や余暇活動によって自己表現の喜びを支援する。 

・作業によって得た収益は、年 2回のおたのしみ工賃（7 月・12 月）として支払う。   

③ 日常生活上の支援他 

・残存機能を引き出し、自立を促す支援に努める。 

・仲間意識を高め、協調性を大切にした生活を支援する。 

・ウォーキング等をはじめ、利用者に沿ったプログラムを行う。 

④ 文化的活動 

・音楽療法。音楽療法士を中心に行う。 音楽を通して、楽しく自己表現し、社会性を養う取り



組みを行う。 

・音楽交流会。音楽ボランティアやピアニスト他の音楽家との音楽交流を行う。 

・アロマセラピー。ボランティアが毎月各班を回りアロママッサージを行う。 

⑤ 趣味の日 

・利用者が楽しめる取り組みとして、お茶会、菓子づくり、茶、花、おしゃれ（マニュキュア） 

アロマなどを行う。   

⑥ 外出活動 

・半日ツアー 利用者数名と昼食や買い物に行く 

・季節を味わう日課として近隣の散歩や班毎での遠出を楽しむ。 

・他事業所と連携をとり、利用者の社会参加活動を進め、自立生活への知識と経験を養う機会

とする。 

(放課後等デイサービス) 

①  健康管理と医療的ケアの充実並びに障がいへの配慮 

・ 看護師を中心とした健康管理。健康状態の把握に努める。 

利用者の家族・学校・主治医・保健師との連携を密にとり、障がいの進行・疾病の予防に努

める。 

・ 医療的ケアを看護師、職員が連携し適切に行う。 

･ 必要に応じて通院支援  

・ 医療機関との連携 

･ 嘱託医相談

② 音楽活動や創作活動、レク活動の機会の提供

・ 創作活動や音楽活動によって自己表現の喜びを支援する。 

③ 日常生活上の支援他 

・ ＰＴ等の時間を設け、残存機能を引き出し、自立を促す支援に努める。 

④ 外出活動 

 ・ 近隣を散歩する事で、季節を楽しむ機会を設ける。 

・ 地域の店へ買い物へ出かける事で社会参加活動を体験し、自立生活への意欲を高める機会

とする。 

（３）日課 

   概ね下記の通りであるが、班毎、個別支援計画による日課となる。 

 通  所   ９：３０ ～ １０：００ 

午前活動     １０：００ ～ １２：００ 

   昼食・休憩  １２：００ ～ １３：３０ 

   午後活動     １３：３０ ～ １５：００ 

降   所    １５：００ ～ １５：３０  

（放課後等デイサービス) 

<通 常> 

学校迎え         放課後 ～   



活 動           １３：００ ～ １７：００  

自宅送り          １７：００ ～ １８：００ 

<早帰り時 ・ 休業日>   

迎え・通所              ～ １１：００ 

活 動           １１：００ ～ １７：００ 

昼 食  １１：３０ ～  １３：００ 

活 動           １３：００ ～  １７：００  

自宅送り・迎え      １７：００ ～  １８：００ 

※土、日、祝日は休業   

（４）各種サービス 

① 送迎サービス（共通） 

   移動が困難な利用者に対して、通所の利便を図るために行う。 

  ② 入浴サービス 

   自宅での入浴が困難な利用者に、必要性に応じて行う。 

③ 昼食サービス 

   栄養・嗜好や嚥下障がい等に配慮された、こころのこもった手作りの食事提供に努める。実

施にあたり、給食会議で委託業者と、嗜好、食物形態、献立（アレルギーの有無）、食器等に

ついて話し合い、利用者にとって安全且つ健康に考慮された食事を提供する。 

５． 運営管理 

（１） 職員の員数 生活支援員 29 人、看護師４人 

（２） 会議の開催 

   [会議の種類]        [開催数]  [内容] 

① 管理者会議             月 1 回          事業所間の連絡、報告等の連携 

② 職員会議   月 1 回  行事、班会議報告、個別支援等  

③ 班会議（含ゆう職員）  月 1 回  個別支援、活動内容等 

＊ ゆう職員打合せ       月 1 回  有期契約職員への行事、班会議 

報告、個別支援等の伝達等 

④ 班長・主任会議      隔月         事業計画、事業方針等       

⑤ 給食会議   月 1 回   献立、食物形態等 

⑥ 安全委員会    隔月  医療的ケアの安全を確認する 

⑦ 各係会議   随時   

⑧ スタッフ会議   毎週初め      １週間の予定確認。情報の共有を図る 

⑨ 幹部職員会議  ３か月に１回    事業所間の連携、法人の発展を図る 

（３） 職員研修  

・職務を通しての指導、経験年数や役割に応じた新任、中堅、指導的職員研修への派遣を行

う。 

・専門職としての研修や業務上必要な研修に随時派遣する。 



・自己啓発研修への支援を行う。 

・キャリアアップ確認表を活用し、職員のスキルアップをより図る。 

(放課後等デイサービス) 

（１） 職員の員数 児童発達支援管理責任者1人、児童指導員２人、機能訓練担当職員１人、看

護師２人 

（２） 職員会議の開催 (月１回) 

デイセンターアトム 班長・主任会議、安全委員会等会議に参加し連携していく 

（３） 職員研修 

・ 専門職としての研修や業務上必要な研修に随時派遣する。職員の意向も踏まえつつ、より

計画的に研修への参加を促す。 

・ 自己啓発研修への支援を行う。                                    

・ キャリアアップ確認表を活用し、職員のスキルアップを図る。 

６． 地域生活及び関係機関との連携 

（１） 家庭及びグループホームとの連携  

利用者ニーズの把握、事業所との相互理解、効果的な支援を行うため連絡帳による日々の連

携、施設からの諸連絡、保護者会と連携した諸行事、保護者会の開催(毎月)、個別面談よって

連携を図る。 

(放課後等デイサービス) 

 利用者ニーズの把握、事業所や学校との相互理解、効果的な支援を行うため連絡帳による

日々の連携を図る。  

（２） 他の事業所と連携し、地域生活の充実をはかる。 

（３） 嘱託医   辻医院 

  協力医院 埼玉協同病院 

（４） ボランティア･実習生の受け入れ 

・地域の方々を受け入れ、交流を深める。 

・大学生･専門学校学生を受け入れ、障がい者理解を進める。 

・ボランティアスクールの受け入れ、その他実習生を受け入れることによって、地域福祉事業所 

として社会貢献を行う。 

（５） 広報 

・広く一般の方達に、デイセンターさくら草の活動を通して福祉理解を促す機会とする。 

・年４回発行とする。 

７．安全管理 

（１） 非常災害対策

非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害に備えるため定期的に避難、救出その

他必要な訓練を行う。 



管理者の指揮のもと、消火、連絡、救助等担当を決め、非常災害訓練を年２回実施する。

また、地域住民と話し合い連携した防災対策を講じる。 

   見直された防災マニュアルに沿って備蓄品を揃え災害時に備える。 

（２）緊急時等の対応 

  利用者に病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに掛かりつけ病院に連

絡する等の救急対応の措置を講じる。 

（３）虐待の防止のための措置に関する事項 

利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために、次の措置を

講じるものとする。 

① 虐待の防止に関する責任者の選定 

② 成年後見制度の利用支援 

８．苦情解決 

利用者やご家族、および市民等からの苦情申し入れに対しては、苦情受付担当者が誠実

に対応し、解決を図るものとする。

９．資金計画

 別紙収支予算内訳書のとおり



社会福祉法人さくら草 

デイセンターアトム 

平成 30年度事業計画 

１． 事業の概要 

   事業の種類 生活介護事業所 

   事業所名称 デイセンターアトム（主たる事業所アトム 

従たる事業所コスモス） 

   定員 ３５名    生活介護 3８名 （現員 アトム 20 名 コスモス 18 名） 

２． 事業方針 

重度障がい者を対象に、日中活動を中心に地域生活を支援する。障害者総合支援法のもと、

利用者ニーズに対応した支援計画に基づき、健康への配慮、軽作業や生きがい活動等き

め細かな支援を行うともに、利用者･家族・関係機関と連携し、安全で質の高い福祉サービ

スの提供に努める。

３．事業目標

（１）地域において安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方を対象に、食

事・排泄等の介護や日常生活上の支援を提供し、併せて軽作業等の生産活動や創作活

動の機会を提供する。これらを通じて、身体能力、日常生活能力の維持・向上を目指

す。

（２）医療的ケアを要する利用者への支援体制を整えるため、介護職員による痰の吸引等

の研修機会を設けていく。 

（３）自傷他傷等行動障害をもつ利用者に対して、関係機関や臨床心理士等の専門家、本

人家族を交えたケース検討等を行い支援の充実に努める。

（４）ヒヤリハット報告を職員間で共有するなど危機管理に務め、怪我・事故が無いよう

にする。

４．事業内容 

（１）活動方針

今年度利用者は、新たに２名を受け入れ、３８名である。利用者１人ひとりの意思及び人格を

尊重し、個々の地域生活ニーズを考慮した個別支援計画のもと、充実した日中活動を支援

する。 

重度の知的障がい者、心身障がい者に、安全な環境と障がいの軽減を図る質の高い支援

提供によって健康の維持と機能の向上に努め、生きがい活動や軽作業など日中活動への

主体的な取り組みを支援し、地域の中で充実した活動ができるようにする。 

    主たる事業所のアトム班は、アトリエ、地域活動などを中心に行いながら、利用者の重

ねる年齢による体調の変化に留意し、仲間との生活から社会性を養い、地域との交流

を深める活動を行う。



従たる事業所のコスモス班は、主に重度心身障がいのある利用者が、個々の健康、体力、

身体機能を考慮しながら、健康プラグラム、医療的ケアを行う。仲間、他の班との連携、協調

した生活や生きがい活動を行う。 

（２）支援内容 

① 健康管理と医療的ケアの充実並びに障害への配慮 

・ 看護師による健康管理。健康状態の把握に努める。 

利用者の家族・主治医・訪問看護との連携を密にとり、障害の進行・疾病の予防に努める。 

・ 医療的ケアを看護師、職員が連携し適切に行う。 

･ 健康診断（年 1 回）

･ 嘱託医相談（年２回）

・インフルエンザ予防接種（年１回）

・歯科検診（往診や通院支援により各自）

･ 必要に応じて通院支援  

・ 医療機関との連携  

・ 静的弛緩誘導法やＰＴなど、個々にあった健康プログラムを行い、生活に活かせる身体をつ

くる。 毎月の静的弛緩誘導法訓練会に参加し、職員で共有し利用者支援を深める。

② 軽作業等の生産活動や創作的活動の機会の提供

･ 各自の体調や作業内容等に合わせ軽作業に取り組む。

･ 作業種は、陶芸、紙すき、資源回収（空き缶、新聞紙、段ボール）、石鹸作業、髪留め、創作、

広報誌封入、送迎車の掃除等を行う。 

・ 商品の開発、販売、営業にも力を入れていく。 

・ 創作活動や余暇活動によって自己表現の喜びを支援する。また創作活動によって作られた

作品が施設の外へ発信できるような環境を模索していく。 

・ 作業によって得た収益は、工賃として支払う。   

③ 日常生活上の支援他 

・ 残存機能を引き出し、自立を促す支援に努める。 

・ 仲間意識を高め、協調性を大切にした生活を支援する。 

・ ウォーキング等をはじめ、利用者に沿ったプログラムを行う。 

④ 文化的活動 

・ 音楽療法。音楽療法士を中心に、午前の部（アトム）、午後の部（さくら草）と分かれて行う。 

音楽を通して、楽しく自己表現し、社会性を養う取り組みを行う。 

・ アロマセラピー。ボランティアが毎月各班を回りアロママッサージを行う。 

・ 紙細工のシルバーボランティアが月に１回訪問し、昔ながらの遊びを通して交流する。 

・ 善前公民館との音楽交流を実施する。文化祭に招待参加。 

⑤ 趣味の日 

・ 利用者が楽しめる取り組みとして、お茶会、菓子づくり、茶、花、おしゃれ、アロマ、運動、ゲ

ームなどを行う。   

⑥ 外出活動 

・ 半日ツアー 利用者数名と昼食や買い物に行く。 

・ 季節を味わう外出を、近隣の散歩や班毎での遠出を楽しむ。(年４回ほどの企画を検討。保



護者とも連携して企画の幅を広げていく。) 

・ 他事業所と連携をとり、利用者の社会参加活動を進め、自立生活への知識と経験を養う機

会とする。 

⑦ みんなの日：利用者主体を目的にし、日課を組む取り組み。利用者会議を持ち、全員で１つ

のことを決めて頑張る日とする。 

⑧ 生活動作を構造化支援することで、皆が参加しやすい環境を整え利用者の意思決定を生

活に組み込む。 

（３）日課                  

  概ね下記の通りであるが、班毎、個別支援計画による日課となる。 

   通  所   ９：３０ ～ １０：００       

午前活動     １０：００ ～ １２：００            

   昼食・休憩  １２：００ ～ １３：３０            

   午後活動     １３：３０ ～ １５：００    

降   所    １５：００ ～ １５：３０                  

（４）各種サービス 

① 送迎サービス 

   移動が困難な利用者に対して、通所の利便を図るために行う。 

  ② 入浴サービス  

   自宅での入浴が困難な利用者に、必要性に応じて行う。 

③ 昼食サービス  

   栄養・嗜好や嚥下障がい等に配慮されたこころのこもった手作りの食事提供に努める。実施

にあたり、給食会議で委託業者と、嗜好、食物形態、献立、食器等について話し合い、利用

者にとって安全且つ健康に考慮された食事を提供する。 

５． 運営管理  

（１） 職員の員数 生活支援員２５人、看護師２人、理学療法士 0人 

（２） 会議の開催 

[会議の種類]        [開催数]  [内容] 

① 管理者会議             月 1 回          事業所間の連絡、報告等の連携 

② 職員会議   月 1 回  行事、班会議報告、個別支援等  

③ 班会議（含ゆう職員）  月 1 回  個別支援計画の周知、活動内容等 

④ 班長・主任会議  隔月         事業計画、事業方針等       

⑤ 給食会議   月 1 回   献立、食物形態等 

⑥ 安全委員会    隔月  医療的ケアの安全を確認する 

⑦ 各係会議              随時 

⑧ スタッフ会議   毎週初め      １週間の予定確認。情報の共有を図る 

⑨ 幹部職員会議  ３か月に１回    事業所間の連携、法人の発展を図る 

⑩ 申し送り              毎日 17：05～10 分 各班の様子、予定、ヒヤリの共有 

（３） 職員研修  

・ 職務を通しての指導、経験年数や役割に応じた新任、中堅、指導的職員研修への派遣を行



う。 

・ 専門職としての研修や業務上必要な研修に随時派遣する。職員の意向も踏まえつつ、より 

計画的に研修への参加を促す。 

・ 自己啓発研修への支援を行う。 

・ キャリアアップ確認表を活用し、職員のスキルアップを図る。 

６． 地域生活及び関係機関との連携 

（１） 家庭及びグループホームとの連携  

利用者ニーズの把握、事業所との相互理解、効果的な支援を行うため連絡帳による日々の連

携、施設からの諸連絡、保護者会と連携した諸行事、保護者会の開催(毎月)、個別面談よって

連携を図る 

（２） 他の事業所と連携し、地域生活の充実をはかる。 

（３） 嘱託医   辻医院 

  協力医院 埼玉協同病院 

（４） ボランティア･実習生の受け入れ 

・ 地域の方々を受け入れ、交流を深める。 

・ 大学生･専門学校学生を受け入れ、障がい者理解を進める。 

・ ボランティアスクールの受け入れ、その他実習生を受け入れることによって、地域福祉事業

所として社会貢献を行う。 

（５） 広報 

・ 広く一般の方達に、活動を広報することを通し福祉理解を促す機会とする。 

・ 広報誌は年４回発行とする。 

７．安全管理 

（１） 非常災害対策

非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害に備えるため定期的に避難、救出その

他必要な訓練を行う。 

管理者の指揮のもと、消火、連絡、救助等担当を決め、非常災害訓練を年２回実施する。

また、地域住民と話し合い連携した防災対策を講じる。 

   見直された防災マニュアルに沿って備蓄品を揃え災害時に備える。 

（２）緊急時等の対応 

  利用者に病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに掛かりつけ病院に連

絡する等の救急対応の措置を講じる。 

（３）虐待の防止のための措置に関する事項 

利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために、次の措置を

講じるものとする。 

① 虐待の防止に関する責任者の選定 

② 成年後見制度の利用支援 

８．苦情解決 

利用者やご家族、および市民等からの苦情申し入れに対しては、苦情受付担当者が誠実



に対応し、解決を図るものとする。

９．資金計画

 別紙収支予算内訳書のとおり



社会福祉法人さくら草 

デイセンターいぶき 

平成 30年度事業計画 

１． 事業の概要 

   事業の種類 生活介護事業所 

   事業所名称 デイセンターいぶき 

   定員 2０名     現員 １４名  

２． 事業方針 

（１）生活介護単独事業として重度障がい者を対象に、日中活動を中心に地域生活を支援して 

いく。障害者総合支援法のもと、利用者ニーズに対応した支援計画に基づき、健康への

配慮、軽作業や生きがい活動等きめ細かな支援を行うともに、利用者･家族･関係機関と

連携し、安全で質の高い福祉サービスの提供に努める。

（２）研修等により職員の資質向上に努める。 

３．事業目標

（１）地域において安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方を対象に、食

事・排泄等の介護や日常生活上の支援を提供し、併せて軽作業等の生産活動や創作活

動の機会を提供する。これらを通じて、身体能力、日常生活能力の維持・向上を目指

す。

（２）医療的ケアを要する利用者への支援体制を整えるため、介護職員による痰の吸引等

の研修機会を設けていく。 

（３）自傷他傷等行動障害をもつ利用者に対して、関係機関や臨床心理士等の専門家、本

人家族を交えたケース検討等を行い支援の充実に努める。

（４）ヒヤリハット報告を職員間で共有するなど危機管理に務め、怪我・事故が無いよう

にする。

４．事業内容 

（１）活動方針

今年度は 2名の利用者を新しく迎え、利用者 14名でのスタートとなる。事業所も 2年目を迎

え、少しずつ活動が安定してきた。その中で、それぞれの利用者の意思及び人格を尊重し、

個々の地域生活ニーズを考慮した個別支援計画のもと、充実した日中活動を支援する。 

重度の知的障がい者、心身障がい者に、安全な環境と障がいの軽減を図る質の高い支援

提供によって健康の維持と機能の向上に努め、生きがい活動や軽作業など日中活動への

主体的な取り組みを支援し、地域の中で充実した活動ができるようにする。 

   日中活動では、主に重度心身障がいのある利用者が、個々の健康、体力、身体機能を

考慮しながら、健康プログラムを行う。また、アトリエ、軽作業等を行いながら、体

調管理に留意し、仲間との生活から社会性を養い、地域との交流を深める活動を行う。



（２）支援内容 

 ① 健康管理と医療的ケアの充実並びに障害への配慮 

・ 看護師による健康管理。健康状態の把握に努める。 

利用者の家族・主治医・訪問看護との連携を密にとり、障害の進行・疾病の予防に努める。 

・ 医療的ケアを看護師、職員が連携し適切に行う。 

･ 健康診断（年 1 回）

･ 嘱託医相談（毎月）

・インフルエンザ予防接種（年１回）

・歯科検診（往診や通院支援により）

･ 必要に応じて通院支援、医療機関との連携  

・ 静的弛緩誘導法を中心に、個々にあった健康プログラムを行い、生活に活かせる身体をつ

くる。  

② 軽作業等の生産活動や創作的活動の機会の提供

･ 各自の体調や作業内容等に合わせ軽作業に取り組む。

・ 作業種は野菜栽培、手芸、貝殻細工、アルバム作成を行う。

・ 作業の確立、商品の開発等、活動場面の構築に力を入れていく。 

・ 創作活動や余暇活動によって自己表現の喜びを支援する。また創作活動によって作られた

作品が施設の外へ発信できるような環境を模索していく。 

・ 作業によって得た収益は、工賃として支払う。   

③ 日常生活上の支援他 

・ 残存機能を引き出し、自立を促す支援に努める。 

・ 仲間意識を高め、協調性を大切にした生活を支援する。 

・ ウォーキング等をはじめ、利用者に沿ったプログラムを行う。 

④ 文化的活動 

・ 音楽を通して、楽しく自己表現し、社会性を養う取り組みを行う。 

⑤ 趣味の日 

・ 利用者が楽しめる取り組みとして、園芸、お茶会、菓子づくりなどを行う。   

⑥ 外出活動 

・ 利用者数名と昼食や買い物に行く。(半日ツアーの要望を多く受けているので、今年度は外

食に出掛ける機会を作る。) 

・ 季節を味わう外出、近隣の散歩や遠出を楽しむ。(保護者とも連携して企画の幅を広げてい

く。) 

 ・ 他事業所と連携をとり、利用者の社会参加活動を進め、自立生活への知識と経験を養う機会

とする。 

 ⑦ みんなの日：利用者主体を目的にし、日課を組む取り組み。みんなで１つのことを決めて

頑張る日とする。 

 （３）日課 

  概ね下記の通りであるが、個別支援計画による日課となる。 

   通  所   ９：３０ ～ １０：００       

午前活動     １０：００ ～ １２：００            

   昼食・休憩  １２：００ ～ １３：３０            



   午後活動     １３：３０ ～ １５：００    

降   所    １５：００ ～ １５：３０                  

（４）各種サービス 

① 送迎サービス 

   移動が困難な利用者に対して、通所の利便を図るために行う。 

② 昼食サービス 

   栄養に配慮された食事提供に努める。提供にあたり、本人の嗜好、食物形態、献立、食器等

について本人、親御さんと話し合い、利用者にとって安全且つ健康に考慮された食事を提

供する。 

５． 運営管理  

（１） 職員の員数 生活支援員８人、看護師１人 

（２） 会議の開催 

[会議の種類]        [開催数]  [内容] 

① 管理者会議             月 1 回          事業所間の連絡、報告等の連携 

② 職員会議   月 1 回  行事、班会議報告、個別支援等  

                                   医療的ケアの安全確認 

③ 班会議（含ゆう職員）  月 1 回  個別支援計画の周知、活動内容等 

                    有期契約職員を含めた情報の共有 

③ 各係会議               随時 

④ スタッフ会議        毎日        日々の予定確認。情報の共有を図る 

⑥ 幹部職員会議  ３か月に１回    事業所間の連携、法人の発展を図る 

⑦ 安全委員会            2 か月に 1回    喀痰吸引等の実施体制の整備を図る

（３） 職員研修  

・ 職務を通しての指導、経験年数や役割に応じた新任、中堅、指導的職員研修への派遣を行

う。 

・ 専門職としての研修や業務上必要な研修に随時派遣する。職員の意向も踏まえつつ、より 

計画的に研修への参加を促す。 

・ 自己啓発研修への支援を行う。 

・ キャリアアップ確認表を活用し、職員のスキルアップを図る。 

６． 地域生活及び関係機関との連携 

（１） 家庭との連携  

利用者ニーズの把握、家庭との相互理解、効果的な支援を行うため連絡帳による日々の連携、

施設からの諸連絡、保護者会と連携した諸行事、保護者会の開催、個別面談よって連携を図

る。 

（２） 他の事業所と連携し、地域生活の充実をはかる。 

（３） 嘱託医   朝日橋ひだまりクリニック 

  協力医院 埼玉協同病院 

（４） ボランティア･実習生の受け入れ 



・ 地域の方々を受け入れ、交流を深める。 

・ 大学生･専門学校学生を受け入れ、障がい者理解を進める。 

・ ボランティアスクールの受け入れ、その他実習生を受け入れることによって、地域福祉事業

所として社会貢献を行う。 

（５） 広報 

・ 広く一般の方達に、活動を広報することを通し福祉理解を促す機会とする。 

・ 年４回発行とする。 

(６) 地域公益事業 

 ・ 社会福祉協議会や地域の自治会と連携を図りながら、地域の中で不足している資源を知り、

協力する事で社会貢献を行う。 

７．安全管理 

（１） 非常災害対策

非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害に備えるため定期的に避難、救出その

他必要な訓練を行う。 

管理者の指揮のもと、消火、連絡、救助等担当を決め、非常災害訓練を年２回実施する。

また、地域住民と話し合い連携した防災対策を講じる。 

   見直された防災マニュアルに沿って備蓄品を揃え災害時に備える。 

（２）緊急時等の対応 

  利用者に病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに掛かりつけ病院に連

絡する等の救急対応の措置を講じる。 

（３）虐待の防止のための措置に関する事項 

利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために、次の措置を

講じるものとする。 

① 虐待の防止に関する責任者の選定 

② 成年後見制度の利用支援 

８．苦情解決 

利用者やご家族、および市民等からの苦情申し入れに対しては、苦情受付担当者が誠実

に対応し、解決を図るものとする。

９．資金計画

 別紙収支予算内訳書のとおり



社会福祉法人さくら草 

サポートさくら草 

平成 30年度事業計画 

１．事業の概要 

（１）障害福祉サービス事業 

（２）移動支援事業 

（３）さいたま市障害児（者）生活サポート事業 

（４）福祉有償運送事業 

（５）重度障害者コミュニケーション支援事業 

２．事業方針 

どんな重い障がいがあっても同世代の人が享受する活動ができるよう社会参加を支援す

る。家庭介護者の病気、冠婚葬祭など緊急時に対応することによって安定したいつもの

生活が続けられるように支援する。 

３．事業目標 

（１）重度心身障がい児・者の地域生活を障害福祉サービス事業、移動支援事業等を活用

し、地域生活における緊急時対応や社会参加・自立生活支援など多様なニーズに対し

総合的に支援を行う。 

（２）障害者総合支援法のもと、利用者･家族･関係機関と連携し、安全で質の高い福祉サ

ービスの提供に努める。 

（３）職員の資質向上に努め、支援体制の充実に努める。 

４．事業内容  

（１）事業所の営業日・時間及びヘルパー派遣時間 

・営業日：月曜日から金曜日。ただし、12 月 30 日から 1月 3日までと、8月 13 日から 15

日までと、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律 178号）に規定する休日を除く。 

・営業時間：午前 10 時から午後 7 時 

・ヘルパー派遣日：365 日 

・ヘルパー派遣時間：24時間 

（２）事業 

① 障害福祉サービス事業 

  利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の

状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排泄及び食事の介護、調理、洗濯及

び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切

に行う。 

また行動援護事業によって、知的障害による認知の偏りや危険等の判断の弱さから、



行動上著しい困難を示す者に対し適切な支援を行う。

② 移動支援事業 

  １人ひとりの利用者に対し人としての尊厳を守り、外出時における移動及び移動時の

介護を行なう｡ 

③ 福祉有償運送事業 

利用者が移動する際に十分に対応できるよう、当該利用者のニーズに応じて、福祉有

償運送を適切に行う。 

（２）通常事業の実施地域 

・さいたま市 

（３）緊急時の対応 

サービスの提供を行っているときに、利用者の病状に急変その他の緊急事態が生じた

ときは、速やかに医療機関へ連絡する等の措置を講じる。 

（４）苦情解決 

  提供したサービスに関する利用者からの苦情は、苦情解決体制を整え、解決に向けて

適切な措置を講ずる。 

５．運営管理 

（１）職員の種類・員数  

事務職員３人、介護職員５人、その他の従事者 50人 

（２）会議の開催 

・職員会議 毎週 

・安全委員会 隔月 

・ヘルパー会議 年３回 

・運営委員会 年４回    

（３）職員研修  

・採用時研修：採用後３ヶ月以内 

・継続研修：年２回以上 

・安全運転研修：随時 

６．地域生活及び関係機関との連携 

（１）他の事業所と連携し、地域生活の充実をはかる。 

（２）広報 

・広く一般の方達に広報活動を通して福祉理解を促す機会とする。 

・年４回発行する 

７．安全管理 

（１） 災害・緊急時の対策

利用者、職員の安全に配慮し運営に努める。救命救急法等防災訓練を行う。 

  利用者に病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに掛かりつけ病院に連

絡する等の救急対応の措置を講じる。 

（２）虐待の防止のための措置に関する事項 



利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために、次の措置

を講じるものとする。 

① 虐待の防止に関する責任者の選定 

② 成年後見制度の利用支援 

８．苦情解決

利用者やご家族、および市民等からの苦情申し入れに対しては、苦情受付担当者が誠実

に対応し、解決を図るものとする。

９．資金計画 

・別紙収支予算内訳書のとおり 



社会福祉法人さくら草 

サポートゆず 

平成 30年度事業計画 

１．事業の概要 

（１）障害福祉サービス事業 

（２）移動支援事業 

（３）さいたま市障害児（者）生活サポート事業 

（４）福祉有償運送事業 

（５）重度障害者コミュニケーション支援事業 

２．事業方針 

どんな重い障がいがあっても同世代の人が享受する活動ができるよう社会参加を支援す

る。家庭介護者の病気、冠婚葬祭など緊急時に対応することによって安定したいつもの

生活が続けられるように支援する。 

３．事業目標 

（１）知的障がい児・者の地域生活を障害福祉サービス事業、移動支援事業等を活用し、

地域生活における緊急時対応や社会参加・自立生活支援など多様なニーズに対し総合

的に支援を行う。 

（２）障害者総合支援法のもと、利用者･家族･関係機関と連携し、安全で質の高い福祉サ

ービスの提供に努める。 

（３）職員の資質向上に努め、支援体制の充実に努める。 

４．事業内容  

（１）事業所の営業日・時間及びヘルパー派遣時間 

・営業日：月曜日から金曜日。ただし、12月 30 日から１月 3 日までと、8 月 13 日か

ら 15日までと、国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律 178 号）に規定する休日

を除く。 

・営業時間：午前 10 時から午後 7時 

・ヘルパー派遣日：365 日 

・ヘルパー派遣時間：24時間 

（２）事業 

① 障害福祉サービス事業 

  利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の

状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排泄及び食事の介護、調理、洗濯及

び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切

に行う。 

また行動援護事業によって、知的障害による認知の偏りや危険等の判断の弱さから、



行動上著しい困難を示す者に対し適切な支援を行う。

② 移動支援事業 

  １人ひとりの利用者に対し人としての尊厳を守り、外出時における移動及び移動時の

介護を行なう｡ 

③福祉有償運送事業 

利用者が移動する際に十分に対応できるよう、当該利用者のニーズに応じて、福祉有

償運送を適切に行う。 

（２）通常事業の実施地域 

・さいたま市 

（３）緊急時の対応 

サービスの提供を行っているときに、利用者の病状に急変その他の緊急事態が生じた

ときは、速やかに医療機関へ連絡する等の措置を講じる。 

（４）苦情解決 

  提供したサービスに関する利用者からの苦情は、苦情解決体制を整え、解決に向けて

適切な措置を講ずる。 

５．運営管理 

（１）職員の種類・員数  

事務職員 3人、介護職員 6人、その他の従事者 40人 

（２）会議の開催 

・職員会議 毎週 

・ヘルパー会議 年３回 

・運営委員会 年４回    

（３）職員研修  

・採用時研修：採用後３ヶ月以内 

・継続研修：年２回以上 

・安全運転研修：随時 

６．地域生活及び関係機関との連携 

（１）他の事業所と連携し、地域生活の充実をはかる。 

（２）広報 

・広く一般の方達に広報活動を通して福祉理解を促す機会とする。 

・年４回発行する 

７．安全管理 

（１） 災害・緊急時の対策

利用者、職員の安全に配慮し運営に努める。救命救急法等防災訓練を行う。 

  利用者に病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに掛かりつけ病院に連

絡する等の救急対応の措置を講じる。 

（２）虐待の防止のための措置に関する事項 

利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために、次の措置を



講じるものとする。 

① 虐待の防止に関する責任者の選定 

② 成年後見制度の利用支援 

８．苦情解決

利用者やご家族、および市民等からの苦情申し入れに対しては、苦情受付担当者が誠実

に対応し、解決を図るものとする。

９．資金計画 

・別紙収支予算内訳書のとおり  



社会福祉法人さくら草 

アシストさくら草 

平成 30年度事業計画 

１．事業の概要 

（１）障害福祉サービス事業 

（２）移動支援事業 

（３）さいたま市障害児（者）生活サポート事業 

（４）福祉有償運送事業 

（５）重度障害者コミュニケーション支援事業 

２．事業方針 

どんな重い障がいがあっても同世代の人が享受する活動ができるよう社会参加を支援す

る。家庭介護者の病気、冠婚葬祭など緊急時に対応することによって地域で安定したい

つもの生活が続けられるように支援する。 

３．事業目標 

（１）デイセンターさくら草利用者が主たる支援対象であるが、幼児及び就学児の希望が

増えてきた。その対象者に障害福祉サービス事業、移動支援事業等を活用し、緊急時

対応や社会参加・自立生活支援など多様な地域生活ニーズを総合的に支援する。 

（２）障害者総合支援法のもと、利用者･家族･関係機関と連携し、安全で質の高い福祉サ

ービスの提供に努める。 

（３）職員の資質向上に努め、支援体制の充実に努める。 

４．事業内容  

（１）事業所の営業日・時間及びヘルパー派遣時間 

・営業日：月曜日から金曜日。ただし、12 月 30 日から１月 3 日までと、国民の祝日

に関する法律（昭和 23年法律 178 号）に規定する休日を除く。 

・営業時間：午前 9時から午後 6時 

・ヘルパー派遣日：365 日 

・ヘルパー派遣時間：24時間 

（２）事業 

① 障害福祉サービス事業 

  利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の

状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排泄及び食事の介護、調理、洗濯及

び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる居宅介護あ

るいは重度訪問介護を適切に行う。 

また行動援護事業によって、知的障害による認知の偏りや危険等の判断の弱さから、

行動上著しい困難を示す者に対し適切な支援を行う。

② 移動支援事業 



  １人ひとりの利用者に対し人としての尊厳を守り、本人の意思を尊重しながら外出時

における移動及び移動時の介護を行なう｡ 

③ 福祉有償運送事業 

利用者が車両での移動を希望した際に、安全に移動できるよう適切に福祉有償運送を

行う。 

（２）通常事業の実施地域 

・さいたま市・川口市・志木市・宮代町 

（３）緊急時の対応 

サービスの提供を行っているときに、利用者の病状に急変その他の緊急事態が生じた

ときは、速やかに医療機関へ連絡し受診する等の措置を講じる。 

（４）苦情解決 

  提供したサービスに関する利用者からの苦情は、苦情解決体制を整え、速やかに解決

に解決できるよう適切な措置を講ずる。 

５．運営管理 

（１）職員の種類・員数 

 事務職員 2人、介護職員４人、その他の従事者 70 人 

（２）会議の開催 

・職員会議 毎月 

・安全委員会 隔月 

・ヘルパー会議 年３回 

・運営委員会 年４回    

（３）職員研修  

・採用時研修：採用後３ヶ月以内 

・継続研修：年２回以上 

・安全運転研修：随時 

６．地域生活及び関係機関との連携 

（１）他の事業所と連携し、利用者の地域生活の充実をはかる。 

（２）広報 

・広く一般の方達に広報活動を通して福祉理解を促す機会とする。 

・年４回発行する 

７．安全管理 

（１） 災害・緊急時の対策

利用者、職員の安全に配慮し運営に努める。救命救急法等防災訓練を行う。 

  利用者に病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに掛かりつけ病院に連

絡する等の救急対応の措置を講じる。 

（２）虐待の防止のための措置に関する事項 

利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために、次の措置を

講じるものとする。 



① 虐待の防止に関する責任者の選定 

② 成年後見制度の利用支援 

８．苦情解決

利用者やご家族、および市民等からの苦情申し入れに対しては、苦情受付担当者が誠実

に対応し、解決を図るものとする。

９．資金計画 

・別紙収支予算内訳書のとおり 



社会福祉法人さくら草 

南区障がい者生活支援センターあみ～ご 

平成 30年度事業計画 

1. 事業の概要

(1) さいたま市南区障害者生活支援センター運営業務

(2) 指定特定相談事業

 計画相談支援（サービス利用支援、継続サービス利用支援）、基本相談支援

(3) 指定一般相談事業

 地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援）、基本相談支援

(4) 指定障害児相談支援事業

障害児相談支援（障害児支援利用援助、継続障害児支援利用援助）

2. 事業方針

(1) 身体障害・知的障害・精神障害・難病・高次脳機能障害など、障害の種別や程度に

関わらず、支援を要するすべての障害者が、権利の主体として安心して地域で暮らして

いくことを支える。

(2) 相談及び支援の実施に当たっては、医療・福祉・就労・教育等の各関係機関と緊密

な連携を保ち、支援体制の総合的な調整を行う。

(3) 前項の方針を達成するためサービス調整会議に参加し、各関係機関で協議を行い、

支援計画の策定及び支援体制の総合的なサービス調整等を行う。

3. 事業目標 

(1) 専門相談窓口として、障害者やその家族等、及び各関係機関からの相談に応じ、障

害者が地域で安心して豊かに生活していけるよう支援する。

(2) 障害者の虐待・差別防止のための相談や連絡調整を行い、権利擁護を推進する。

(3) サービス等利用計画の作成を行い、障害福祉サービス等が総合的かつ効果的に提供

されるよう支援する。

(4) 公益性に配慮し、多くの機関・支援者とつながりながら偏りのないよう支援する。

(5) 以上(1)～(4)に努めつつ、障害者を中心にすえた支援を行う。

4. 重点課題

(1) 相談支援の質の向上

 平成 24 年 4 月より計画相談支援が創設され、障害福祉サービスを利用する方にサービ

ス等利用計画の作成が必要となった。量的な側面から見ると、サービスを利用する方の

相談支援は一定数整備されてきていると言える。

 一方で質的な側面から見ると、今後更なる充実が必要である。生活支援センターには、

傷ついた体験から人と関わることに勇気が持てない方、地域で孤立している方、本人・

家族で長い間問題を抱え込んできた方など、障害福祉サービスに繋がっていない方から



の相談も多く寄せられる。また、計画やモニタリングには反映されない、丁寧な関わり

や調整、世帯全体の支援を要す方も多い。

一人ひとりの歩んできた人生に寄り添いながら生活の全体像を把握し、安心して話の

出来る関係を丁寧に作りニーズを引き出していく。また、計画の作成や支給決定のみに

とらわれず、必要な人に必要な支援が届いていくことが相談支援の最終的な目的である

ことを認識し、柔軟な支援の形を実現していく。

 (2) 南区の相談支援体制の充実・強化

計画相談の導入により、相談支援事業所が改めて生活全体のアセスメントを行うこと

で、課題の把握や適切な障害福祉サービスに繋がっていくきっかけとなっている。

その反面、利用者数は増加し、どの相談支援事業所においても飽和状態が続いている。

事業所の調整やモニタリング、アセスメント、書類の作成に奔走している現状がある。

南区の相談支援の質・量の双方を維持していくため、支援課・支援センター・指定特定

相談支援事業所と共通認識を持ち、協議を深めていく必要がある。

また、支援課・支援センター・指定特定相談支援事業所で一緒に南区の相談支援体制

の在り方を検討し、具体化していく必要がある。それぞれの立場で、それぞれの抱えて

いる困難や意見を気軽に共有し合えるような、相互的な雰囲気作りを進めていく。

5. 事業内容 

(1) 営業日及び時間   ：月曜日～金曜日 8:30~17:30（祭日を除く）

職員打ち合わせ   ：月曜日～金曜日 8:30~9:00（祭日を除く）

相談受付日及び時間 ：月曜日～金曜日 9:00~17:00（祭日を除く）

＊必要に応じ、時間外の相談にも対応する。

(2) 活動内容

① それぞれの障害特性を踏まえた必要な支援を行う。

ア 障害者やその家族等及び各関係機関からの日常生活に関する相談支援

イ 障害福祉サービスやその他の社会資源等に関する、情報提供及び利用の援助

ウ 居場所・交流の場の提供(憩いの場、おもちゃ図書館) 
エ 個別支援計画の作成

オ 入居及び居住に関する支援

カ その他、障害者やその家族等の生活に必要な支援

② 障害者の状況に応じた柔軟な形態での支援を行う。

 電話相談、来所相談、訪問相談、同行支援、直接支援等

③ 障害者の権利擁護に関する支援を行う。

ア 差別と虐待に関する相談支援、連絡調整、助言、指導、あっせん等

イ 成年後見制度の利用や権利擁護に関する支援

④ 適切な福祉サービス等が提供されるよう、サービス等利用計画を作成する。

⑤ 施設や病院等に長期入所、入院していた者が、地域において安心して生活して行け

るよう、地域移行支援及び地域定着支援を行う。 

⑥ 孤立の防止のためのイベントの実施や居場所の提供を行う。



    障害種別や手帳やサービスの利用の有無、年齢などに関わらず参加できるイベン

トを企画・実施する。また憩いの場・おもちゃ図書館を居場所として必要な方に

提供し、孤立の防止及び仲間作りを行う。

⑦ 職員の力量向上に取り組む。

ア 面接・記録技術の向上

イ 各種研修会への参加

6. 運営管理
(1) 職員の員数
   管理者 1名、相談支援専門員 5名、精神保健福祉士 2名

(2) 会議の開催
[会議の種類] [開催数] [内容] 
① 職員会議 月 1 回 17：00～    各種業務及び活動の検討、会議・研修報

告等

② ケース検討会議 隔週 金曜午前   個別支援等の協議、支援の質の向上

③ 幹部職員会議  3か月に 1回    事業所間の連携、法人の発展を図る
(3) 職員研修 
各種研修に参加し、職員のスキルアップを図る。

7. 地域生活及び関係機関との連携
(1) 各関係機関との連携を行う。
  ① 随時の各関係機関と緊密な連携及び、支援体制の総合的な調整

② 定例サービス調整会議(毎月第 4木曜・9：30～)への参加
③ 個別サービス調整会議(必要に応じ随時)への参加
④ 個別移行支援会議への参加

(2) 地域に障害のある人の理解と支援を広げ、潜在的なニーズを掘り起こす。
① パンフレットや広報誌の作成、配布

② ホームページの整備

③ 地域のお祭り等への協力

(3) さいたま市コーディネーター連絡会議に参加し、障害者およびその家族の地域生活
を送る上での制度上の課題を把握、検討していく。

(4) 障害者を中心に据えた、地域ネットワーク作りを進める。
① さいたま市コーディネーター連絡会議及び各委員会への参加

② 地域移行・地域定着支援連絡会議への参加

③ さいたま市精神障害者地域ネットワーク連絡会への参加

④ さいたま市発達障害者支援連絡協議会への参加

⑤ さいたま市ひきこもり対策連絡協議会への参加

⑥ 埼玉県発達障害者福祉協会相談支援部会への参加

 (5) 高齢分野との連携を深め、高齢・障害者世帯の支援のためのネットワークづくりを
行う。

① さいたま市南区東部圏域地域支援会議への参加(シニアサポートセンター社協



みなみ) 
② さいたま市南区東部圏域高齢者生活支援推進会議への参加

 (6) 地域の相談支援事業者に対し、バックアップを行う。
   ① さいたま市南区相談支援連絡会への参加(毎月第 4木曜 11：00～) 
   ② 相談支援事業所に対する助言、指導、技術的援助

8. 安全管理

(1) 利用者、職員の安全に配慮した防災管理や防災設備を整える。併せて各機関との連
携を深め安全に配慮した運営に努める。また、年 1回防災対策委員会を開催し、防災
訓練を行う。

(2) 連携機関名
① 武蔵浦和駅前交番 ℡ 048-865-3196  
② さいたま市南消防署 ℡ 048-861-0119 
③ 小原クリニック  ℡ 048-883-5860 
④ 辻医院   ℡ 048-862-3830 
⑤ 保健所  ℡ 048-840-2223 
⑥ ALSOK  ℡ 埼玉ガードセンター048-647-1370・支社 048-825-5200 

 (3) 虐待の防止のための措置に関する事項
   利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために、次の措置

を講じるものとする。

① 虐待の防止に関する責任者の選定

② 成年後見制度の利用支援

9. 苦情解決

(1) 利用者やご家族、および市民等からの苦情申し入れに対しては、苦情受付担当者が
誠実に対応し、解決を図るものとする。

(2) 苦情対応規程に準じて行う。

10. 資金計画

・別紙収支予算内訳書のとおり



社会福祉法人さくら草 

さくら草グループホーム 

平成 30年度事業計画 

１． 事業の概要 

   事業の種類 共同生活援助（介護サービス包括型）・短期入所 

   事業所名称 てんハウスぐりん 

   定    員     共同生活援助 10 名 （現員 10 名） 

  短期入所 2 名    （契約者数 30 名） 

      主たる対象者  身体障害者・知的障害者 

   （重度心身障害者 医療的ケアを要する含む） 

  事業の種類 共同生活援助（介護サービス包括型） 

   事業所名称 クローバーハウス 

   定    員     共同生活援助 4 名 （現員 4 名） 

      主たる対象者  知的障害者・精神障害者 

   （知的障害を主障害とする） 

２． 事業方針 

（共同生活援助） 

指定共同生活援助の利用者が自立を目指し、地域において共同して日常生活を営むこ

とができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じ

て、共同生活住居において相談、その他の日常生活上の援助を適切に行うものとする。 

（短期入所）

短期入所を利用する障害者（児）（以下、「利用者」という。）に対して、利用者の身体

その他の状況及びその置かれている環境に応じて、利用者の自立の支援と日常生活の充

実に資するよう、適切な技術をもって必要な保護を行うものとする。

３．事業目標

（共同生活援助・短期入所） 

（１）常時介護等の支援が必要な重度心身障害者の方が、地域において安定した豊かな生

活を営むため、食事・排泄等の介護や日常生活上の支援を提供する。

（２）医療的ケアを要する利用者への支援体制を整えるため、介護職員による痰の吸引等

の研修機会を設けていく。 

（３）ヒヤリハット報告を職員間で共有するなど危機管理に務め、怪我・事故が無いよう

にする。

４．事業内容 

（１）活動方針



（共同生活援助） 

利用者１人ひとりの意思及び人格を尊重し、個々人の地域生活ニーズを考慮した個別支援

計画のもと、豊かな生活を支援する。 

重度の知的障がい者、心身障がい者に、安全な環境と障がい特性に配慮した質の高い支 

   援提供によって健康の維持及び機能の維持に努める。 

（短期入所） 

  主に重度心身障害者を対象に、自立に向けた体験利用、家族介護休息、緊急等の利用

であり、安心して過ごせるように共同生活や他人介護、生活リズムに慣れ親しむよう

に支援する。

（２） 支援内容 

 (共同生活援助) 

① 共同生活援助計画の作成

② 利用者に対する相談

③ 食事の提供

④ 健康管理・金銭管理の援助

⑤ 余暇活動の支援

⑥ 緊急時の対応

⑦ 日中活動の場等との連絡・調整

⑧ 財産管理等の日常生活に必要な援助

⑨ 夜間における支援   

⑩ 体験的な利用

⑪ 前各号に掲げる便宜に付帯する便宜

    （2）から（10）に付帯するその他必要な介護、支援、家事、相談、助言。
  (短期入所 ) 

① 食事の提供

② 入浴または清拭

③ 日常生活上の介護

④ 機能訓練

⑤ 生活相談

⑥ 健康管理

  ⑦ その他日常生活上の世話

５． 運営管理  

(共同生活援助・短期入所) 

（１） 職員の員数 管理者 1人、サービス管理責任者 1人、世話人 5人、生活支援員 13 人、 

看護師２人 

（２） 会議の開催 

[会議の種類]        [開催数]  [内容] 

① 職員会議   月 1 回  個別支援、事業運営等    

② 給食会議   月 1 回   献立、食物形態等 

③ 安全委員会    隔月  医療的ケアの安全を確認する 



④ 各係会議   随時   

（３） 職員研修 

・ 職務を通しての指導、経験年数や役割に応じた新任、中堅、指導的職員研修への派遣を行

う。 

・ 専門職としての研修や業務上必要な研修に随時派遣する。 

・ 自己啓発研修への支援を行う。 

・ キャリアアップ確認表を活用し、職員のスキルアップを図る。 

６． 地域生活及び関係機関との連携 

(共同生活援助・短期入所) 

（１） 家庭及び他機関との連携  

通所事業所と連絡帳等によって利用者の生活ニーズを把握する。 

個別面談により地域生活の充実を図る。 

家族会の開催(年４回)。 

支援課、支援センター、相談支援事業所、事業所の機関、家族等との連携。  

（２） 協力医院 浦和民主診療所 

（３） ボランティア･実習生の受け入れ 

地域の方々を受け入れ、交流を深める。 

（４） 広報 

・ 広く一般の方達に、活動を広報することを通し福祉理解を促す機会とする。 

・ 年４回発行とする。 

７．安全管理 

（共同生活援助・短期入所） 

（１） 非常災害対策

非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体 

制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その

他必要な訓練を行うものとする。

夜間及び深夜の時間帯を通じて、利用者に緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び

出し等速やかに対応できるよう、常時の連絡体制を確保するとともに、緊急時の連絡

先や連絡方法を共同生活住居の見やすい場所に掲示するものとする。 

（２）緊急時等の対応 

  利用者に病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに掛かりつけ病院に連

絡する等の救急対応の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また事業所は次の措

置を講ずるものとする。 

・各利用者の掛かりつけ病院と連携し、緊急時に救急搬送できる体制を組む。

・協力医療機関と連携し、緊急時対応に備える。

・入居者の通所先施設と健康管理について共有するなど日頃から連携する。

・看護師に日頃から健康管理をしてもらい、緊急時には電話相談もしくは駆けつける体

制を組む。



・夜間複数人体制及び必要があれば通所施設職員が緊急時に駆けつける体制を組む。

（３）虐待の防止のための措置に関する事項 

利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために、次の措置を

講じるものとする。 

③ 虐待の防止に関する責任者の選定 

④ 成年後見制度の利用支援 

⑤ 苦情解決体制の整備 

④ 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 

８．苦情解決 

利用者やご家族、および市民等からの苦情申し入れに対しては、苦情受付担当者が誠実

に対応し、解決を図るものとする。

９．資金計画

 別紙収支予算内訳書のとおり


